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３ 参加表明者及び配置予定技術者の参加資格に関する方針 

 

 ⑴ 応募者の企業形態 

   広く応募者を募る考えから、単体企業に限定せず、設計共同企業体（以下「JV」とい

う。）での応募も可能とする。 

   ただし、ＪＶの場合は、構成員数は２者以内、構成員の出資比率は３０％以上とし、主

たる構成員は最大出資比率の構成員とする。 

 ⑵ 参加表明者に参加資格として求める設計業務実績 

ア 設計業務実績 

    本事業は公共工事であり、業務遂行に公共施設の設計実績の企業としての知見や経

験が重要であると考える。一方で、幅広い参加者を募る考えから、以下のとおり参加

資格を設定する。 

 

過去１０年以内（平成２１年４月１日以降）に、国又は地方公共団体が発注した公

共施設（国土交通省 告示 15 号 別添二 類型四、十一、十二 の用途で延べ面積

６，０００㎡以上の新築工事に限る）の建設に関する基本設計業務又は実施設計業

務を元請で受託し、参加表明書の提出日現在において当該設計業務が完了している

実績を有する者 

（他の類型の用途との複合施設の場合は、過半の面積が類型四、十一、十二の用途

であるものに限る） 

 

イ 参加資格 

① 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける建設工事等競争入札参加資格

を有する者で、申請先自治体に「小金井市」、申請業種に「建築設計」の登録がされ

ている者 

② 団体又はその代表者、雇用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）」第２条第２号及び第６号に規定する暴力団、暴力団員

でない者 

③ 小金井市契約における暴力団等排除措置要綱第３条第１項の規定に基づく入札参

加除外措置を受けた入札参加資格者でない者 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者 

⑤ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に規定する、一級建築士事務所

の登録を受けている者 

⑥ 建築士法第１０条第１項の規定に該当しない者 

⑦ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者 

⑧ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者 
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 ⑶ 配置予定技術者の資格 

   管理技術者及び各主任技術者については、以下のとおり参加資格を設定する。 

 

過去１０年以内（平成２１年４月１日以降）に、国土交通省 告示 15 号 別添二 

類型四、十一、十二 の用途（延べ面積６，０００㎡以上の新築工事に限る）の建設

に関する基本設計業務又は実施設計業務を元請で受託し、参加表明書の提出日現在に

おいて当該設計業務が完了している実績を有する者 

（他の類型の用途との複合施設の場合は、過半の面積が類型四、十一、十二の用途で

あるものに限る） 

建築（構造）主任担当技術者には上記に加え、免震構造の設計実績（用途は限定せ

ず、延べ面積６，０００㎡以上）を求める。 

 

 ⑷ 管理技術者等の保有資格 

管理技術者等の保有資格は以下のとおりとする。 

管理技術者 一級建築士 

建築（総合）主任担当技術者 一級建築士 

建築（構造）主任担当技術者 構造設計一級建築士 

電気設備主任担当技術者 設備設計一級建築士 or 建築設備士 or 技術士 

機械設備主任担当技術者 設備設計一級建築士 or 建築設備士 or 技術士 

施工計画主任担当技術者 一級建築士 or １級建築施工管理技士 

コスト管理主任担当技術者 一級建築士 or コスト管理士 or 建築積算士 

※電気設備主任担当者もしくは機械設備主任担当技術者のいずれかは設備設計一級

建築士を有すること 

 

 ⑸ 配置予定技術者の所属、兼任 

   確実で円滑な基本設計業務の遂行のために、配置予定技術者の所属、兼任は以下のとお

りとする。 

ア 管理技術者及び建築（総合）主任担当技術者は、参加表明者の組織（ＪＶの場合は

代表構成員）に所属していること。 

イ 管理技術者、建築（総合）、建築（構造）、電気設備、機械設備、施工計画、コスト

管理の各主任担当技術者は他の主任担当技術者と兼任していないこと。 

 

 ⑹ ＪＶ構成員、協力事務所（業務の再委託先）について 

ア 本業務に関する専門分野について、協力事務所を加えることを可能とする。 

  （ただし、管理技術者，建築（総合）主任担当技術者が担う業務を除く。） 

イ 協力事務所及び JV 構成員の企業に属する配置技術者の配置の制限は，次を参照する

こと。 
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凡例  ○：該当する企業から配置    △：該当する企業のいずれかから配置 

◆：協力事務所から配置可能   －：該当する企業からの配置は不可 

 配置技術者 
単体企業  JV 

単体 

企業 

協力 

事務所 
 主たる

構成員 
構成員 

協力 

事務所 

ア 管理技術者 ○ ―  ○ ― ― 

イ 建築（総合）主任担当技術者 ○ ―  △ △ ― 

ウ 建築（構造）主任担当技術者 ○ ◆  △ △ ◆ 

エ 電気設備主任担当技術者 ○ ◆  △ △ ◆ 

オ 機械設備主任担当技術者 ○ ◆  △ △ ◆ 

カ 施工計画主任担当技術者 ○ ◆  △ △ ◆ 

キ コスト管理主任担当技術者 ○ ◆  △ △ ◆ 
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別添資料 

「建築設計業務委託の進め方 ― 適

切に設計者選定を行うためのマ

ニュアル ― 平成３０年５月 

全国営繕主管課長会議」 では実

績の設定例として、類似業務では

1/2 以上の規模としていることか

ら、本事業で想定している庁舎予

定面積 12,000 ㎡の 1/2 以上の

6,000 ㎡以上を設定することと考

えました。 
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【面積要件等の他市事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 
発注者 応募者数 計画規模 

参加条件（一部） 

備考（※） 
床面積 

〔㎡以

上〕 

用途 

1 
春日部市 

/埼玉県 
2 

15,000 

～21,000 
10,000 庁舎   

2 
旭市 

/千葉県 
8 12,000 10,000 

類型 4/10/12

の第 2 類※ 

複合施設の場合は過

半を超える面積が第

2 類の用途 

3 
焼津市 

/静岡県 
4 15,100 8,000 類型 4～12   

4 
湖南市 

/滋賀県 
3 ※11,900 8,000 類型 4 第 2 類 

庁舎 9,500 

+市民交流施設 1,420 

+保健センター950 

（共同福祉施設の改

修工事 1,035） 

5 
羽島市 

/岐阜県 
8 10,000 8,000 類型 4 第 2 類   

6 
草加市 

/埼玉県 
3 12,000 6,000 庁舎/類型 4   

7 
神戸市 

/兵庫県 
4 ※18,000 

①5,000 

②10,000 

①庁舎 

②事務所 

庁舎 9,000～10,000 

+文化施設他 

8 
長岡京市 

/京都府 
1 ※16,000 5,000 庁舎 

庁舎 14,200 

+付加機能(文化会館,

保健センター)1,800 

9 
上田市 

/長野県 
5 

10,000 

～13,000 
5,000 

庁舎/ 

類型 4/8/12 
  

10 
常滑市 

/愛知県 
6 10,000 5,000 庁舎   

11 
四街道市 

/千葉県 
3 

※8,000 

～9,800 
5,000 庁舎 増築する延床面積 

12 
鹿沼市 

/栃木県 
8 12,000 3,000 庁舎   

13 
平川市 

/青森県 
12 7,200 3,000 類型 4   
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参考：国土交通省 告示 15 号 別添二 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


